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「労働者派遣法見直しに関する連合の考え方」の補強について

１．はじめに

連合は、労働者派遣法見直しについて 「労働者派遣法見直しに関する連合の、

考え方」(第 回中央執行委員会 )を確認している。その中で 「日雇25 /2007.9.13 、

」 、「 」い派遣 については 労働者派遣法が想定していなかった形態での事業である

と指摘し 「実態を速やかに調査し、監督指導を強化して違法なケースを根絶す、

る 「短期間の派遣は職業紹介に整理することなども含めて引き続き検討する」」

としている。

「日雇い派遣」については、さまざまな問題点が指摘され、労働者派遣制度の

中でもとりわけ緊急な対応が求められる課題である。職業安定分科会労働力需給

制度部会の「中間報告」( )においても、必要な省令、指針の整備につ2007.12.25
いて速やかに検討を行うべき、とされている。従って 「連合の考え方」を補強、

し、対応するものとする。

２ 「日雇い派遣」をめぐる問題点．

「日雇い派遣」については、間接雇用であり、かつ、雇用期間が極めて短期間

であることによる「不安定な雇用形態である」という本質的な問題がある。さら

に、教育訓練が十分になされず技能形成ができない、等の実態がある。

また、近年は、日雇い派遣が拡大する中で、以下のような、労働関係法等の規

定に抵触する事態も生じている。

( ) 労働者派遣の禁止業務への派遣や二重派遣等(労働者派遣法第 条・第 条1 4 2
／職業安定法第 条)44

( ) 賃金からの不透明な天引き(労基法第 条)2 24
( ) 物品購入の強制(労基法第 条)3 89
( ) 安全衛生措置や安全衛生教育が適切に講じられていない(労働安全衛生法)4
( ) 社会・労働保険に加入させていない(健康保険法、雇用保険法等)5
( ) 労働条件／就労条件が明示されていない(労基法第 条／労働者派遣法第6 15

条)等34
さらに、直接雇用ではないためにマージンが発生している。職業紹介であれば

事業者の手数料には上限規制( ％)があるが、労働者派遣事業にはマージン規10.5
制はされていない。当日のキャンセル、集合時間や待機時間の取り扱い、個人情

報保護等についての問題も指摘されている。

３ 「日雇い派遣」に対する考え方．

連合はすでに「労働者派遣法見直しに関する連合の考え方」において、労働者

派遣制度は 常用型派遣を基本とする制度とすべき とし 当面の対応として 一「 」 、 「

般業務については、登録型派遣を禁止する」としている。

したがって 「日雇い派遣」(日々雇用の労働者派遣)は当然に禁止すべきであ、

る。日々雇用は、直接雇用で行うべきである。
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